
 

 

会長及び会長代行の選出について 

 

１ 選出方法 

  都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会における会長及び会長代行の選出は、国民

健康保険法施行令第５条の規定により行われる。 
 

 （参考）国民健康保険法施行令第５条 

 （会長） 

 第５条 協議会に会長１名を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 

 ２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 

 

２ 候補者 

 ○公益代表 中曽根
な か そ ね

 玲子
れいこ

 委員 

  ・國學院大學法学部教授 

 

○公益代表 樋口
ひぐち

 貴之
たかゆき

 委員 

  ・弁護士 

 

○公益代表 結城
ゆうき

 康
やす

博
ひろ

 委員 

 ・淑徳大学総合福祉学部教授 

 

○公益代表 川名
かわな

 康
こう

介
すけ

 委員 

 ・千葉県議会議員（千葉県議会健康福祉常任委員会委員長） 
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千葉県国民健康保険運営協議会 
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